
（参考）消費税率引上げ分の活用について 

 

【基本的な考え方】 

○ 消費税率引上げに伴う地方消費税増収相当分（令和６年度本市決算額 1,762,139 千円）につ

いては、その額を社会保障施策に要する経費に充当する。 

○ 具体的には、「社会福祉」「社会保険」及び「保健衛生」に関する施策に充当する。 

（単位：千円） 

事項及び事業名 事業費 
左のうち、増収分

充当額 

社会福祉 

障がい者自立支援給付等事業費 827,871 249,261 

幼稚園子ども・子育て支援事業費 288,061 86,731 

私設保育施設助成事業費 1,064 320 

保育所子ども・子育て支援事業費 892,034 268,580 

生活保護法定扶助事業費 1,038,379 312,643 

社会保険 

国民健康保険事業特別会計繰出金 526,235 158,443 

介護保険事業特別会計繰出金 1,650,163 496,843 

後期高齢者医療保険事業特別会計繰出金 80,257 24,164 

保健衛生 

子どもの予防接種事業費 352,482 106,128 

がん検診事業費 105,286 31,700 

予防接種事業費 90,757 27,326 

合計 5,852,589 1,762,139 

 

 


